
い
施
設
内
部
を
お
見
せ
す
る
バ
ッ

ク
ヤ
ー
ド
ツ
ア
ー
も
開
催
し
ま

す
。

○
展
示
期
間

　

８
月
１
日
（
金
）
～
22
日
（
金
）

　
（
土
日
を
除
く
）

○
参
加
費
＝
無
料

○
展
示
時
間

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
４
時
30
分

○
抽
選
会
日
時

　

８
月
24
日
（
日
）
午
前
10
時

　
（
９
時
開
場
、
無
料
頒
布
）

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

北
薩
広
域
行
政
事
務
組
合

　

リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー
エ
コ
リ
ア
北
薩

　

☎
（
84
）
４
１
１
１

中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
の

経
営
者
の
皆
さ
ん
へ

　

個
人
保
証
な
し
で
金
融
機
関
か

ら
融
資
を
受
け
た
り
、
事
業
が
破

た
ん
し
て
も
一
定
の
生
活
費
な
ど

を
残
す
こ
と
が
で
き
る
ル
ー
ル
が

で
き
ま
し
た
。
①
法
人
と
個
人
の

資
産
・
経
理
が
明
確
に
分
離
さ
れ

て
い
る
場
合
な
ど
に
お
い
て
個
人

保
証
が
不
要
と
な
る
こ
と
②
多
額

の
個
人
保
証
を
行
っ
て
い
て
も
、

経
営
が
行
き
詰
ま
る
前
に
早
め
に

事
業
再
生
や
廃
業
を
決
断
し
た
際

に
一
定
の
生
活
費
な
ど
が
残
る
こ

と
を
定
め
る
「
経
営
者
保
証
に
関

す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
が
中
小
企

業
庁
・
金
融
庁
主
導
の
も
と
策
定

さ
れ
ま
し
た
。
詳
し
く
は
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
九
州
本
部

　

☎
０
９
２
（
２
６
３
）
０
３
０
０

　

県
庁
商
工
労
働
水
産
部
経
営
金
融
課

　

☎
０
９
９
（
２
８
６
）
２
９
４
６

オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
参
加

者
募
集

　

県
立
宮
之
城
高
等
技
術
専
門
校

で
は
、
木
工
・
建
築
大
工
の
技
能

を
体
験
し
た
い
か
た
を
募
集
し
ま

す
。

○
日
時

　

８
月
５
日(
火)

　

午
前
９
時
～
午
後
12
時
30
分

○
申
込
期
限

　

７
月
30
日(

水)

○
対
象
者

  

中
学
生
、
高
校
生
、
一
般
（
概

　

ね
30
歳
ま
で
）

○
募
集
人
員
＝
先
着
30
人

○
参
加
費

　

材
料
費
な
ど
は
無
料
で
す
が
、

１
日
傷
害
保
険
の
加
入
を
予
定
し

て
い
ま
す
。（
一
人
１
０
０
円
）

○
体
験
学
科

　

室
内
造
形
科
、建
築
工
学
科（
両

科
と
も
体
験
で
製
作
し
た
作
品
は

持
ち
帰
り
で
き
ま
す
）

○
申
込
方
法

　

中･

高
校
生
は
学
校
を
通
じ

て
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は
郵
送
で
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

○
持
参
す
る
も
の

　

作
業
の
で
き
る
服
装
、
上
履

き
、
シ
ュ
ー
ズ

※
引
率
の
教
職
員
、
保
護
者
の
か

た
も
見
学
で
き
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

県
立
宮
之
城
高
等
技
術
専
門
校

　

☎
０
９
９
６
（
53
）
０
２
０
７ 

ネ
ッ
ト
で
の
お
酒
の
販
売
は

　

入
手
困
難
な
焼
酎
な
ど
を
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
で
継

続
的
に
出
品
し
販
売
す
る
ケ
ー
ス

が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
種
類
の
販

売
業
を
し
よ
う
と
す
る
人
は
、
販

売
場
を
所
轄
す
る
税
務
署
長
か
ら

通
信
販
売
酒
類
小
売
業
免
許
を
受

け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
無
免
許

販
売
を
し
た
場
合
、
酒
類
の
没

収
、
罰
金
な
ど
処
罰
の
対
象
と
な

り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

酒
類
の
販
売
業
に
該
当
す
る
か
ど

う
か
な
ど
、
わ
か
り
に
く
い
こ
と

が
あ
り
ま
し
た
ら
、
鹿
児
島
税
務

署
酒
類
指
導
官
へ
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

出
水
税
務
署

　

☎
（
62
）
０
２
０
０

領
収
証
な
ど
に
係
る
印
紙
税

　

４
月
１
日
以
降
に
作
成
さ
れ
た

領
収
書
、
領
収
証
、
受
取
書
や
レ

シ
ー
ト
な
ど
は
、
記
載
さ
れ
た
受

取
金
額
が
５
万
円
未
満
の
も
の
に

つ
い
て
は
非
課
税
と
な
り
ま
し

た
。
金
銭
ま
た
は
有
価
証
券
の
受

領
事
実
を
証
明
す
る
た
め
に
請
求

書
や
納
品
書
な
ど
に
「
代
済
」「
相

済
」「
了
」
な
ど
と
記
入
し
た
も

の
、
さ
ら
に
は
「
お
買
上
票
」
な

ど
は
、
そ
の
作
成
の
目
的
が
金
銭

ま
た
は
有
価
証
券
の
受
領
事
実
を

証
明
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、

金
銭
ま
た
は
有
価
証
券
の
受
取
書

に
該
当
し
ま
す
。
詳
し
く
は
最
寄

り
の
税
務
署
に
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

出
水
税
務
署

　

☎
（
62
）
０
２
０
０
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